
支給対象世帯
　基準日（令和6年12月13日）時点で糸満市に住民登録があり、①～②のいずれかに当てはまる世帯。
　①世帯全員の令和6年度住民税が「非課税」である世帯
　②生活保護世帯
　※世帯全員が課税者から扶養されている世帯は対象外です。
　※世帯の中に令和6年度住民税課税となる所得があるのに、未申告である人がいる世帯は対象外です。
　※他市町村で令和6年度住民税非課税世帯給付金（１世帯3万円および児童1人あたり2万円）を受給
した人は対象外です。

加算対象となる子ども
　給付対象世帯の世帯員で生計を同一にしている18歳以下（平成18年4月2日生まれ以降）の子ども
加算対象となる子どもの申請が必要な場合
　①基準日以降に生まれた新生児
　②基準日時点は別世帯で生計を同一にしている子ども（例：単身で寮に入っている子どもなど）
　※住民票を移さずに施設に入所している措置入所児童は、加算対象外です。
給付金額　1世帯3万円／子ども1人あたり2万円
申請期限　7月31日（木）　※消印有効
配偶者からの暴力などを理由に避難している人の支給について
　　配偶者からの暴力などを理由に避難中の人で、事情により糸満市内に住民票を移すことができない人
でも、一定の要件を満たすことで支給を受けられる場合があります。受給には手続きが必要となりますので、
詳しくは給付金担当窓口または各相談窓口までご連絡ください。
相談窓口
　配偶者による暴力　こども未来課（☎840-8191）／高齢者虐待　介護長寿課（☎840-8114）
　障がい者虐待　障害福祉課（☎840-8103）／児童虐待　こども未来課（☎840-8191）

今年は令和7年10月1日（水）を基準に、5年に1度の国勢調査が実施されます。糸満市では、国勢調査
の調査員として従事する人を大募集しています。お仕事や家事のスキマ時間を活用して働くことができます。
また、実施前に説明会を行いますので、未経験者でも安心して働けます。

糸満市臨時特別給付金コールセンター 0120-824-288 27280

物価高騰の影響を受けた低所得者世帯の負担軽減を図る観点から、住民税非課税世帯に対し、給付金
を支給します。対象の世帯には2月上旬に「お知らせ」または「確認書」を送付しています。確認書は内容を
ご確認の上、期限内に必ず返送してください。

イベントや各種情報を発信

こども未来課 840-8191
28376

2024年全国消費者物価指数の変動に基
づき、令和7年4月分以降の手当額は次のと
おり、変更となります。
児童扶養手当
　本体額の全額支給（第1子分）　46,690円
　本体額の一部支給（第1子分）
　　　　　　　　　11,010円～46,680円
第2子以降加算額の全額支給　11,030円
　第2子以降加算額の一部支給
　　　　　　　　　　5,520円～11,020円
特別児童扶養手当
　1級　56,800円／ 2級　37,830円
その他　児童扶養手当の一部支給については、
受給者の所得に応じて支給します。

こども未来課 840-8191
28375

ひとり親家庭の親が、6カ月以上養成機関
で修業し、就職に有利な資格を取得すること
を促進するとともに、生活の負担を軽減するた
め、給付金を支給します。
対象者　次の要件をすべて満たす人
　①児童扶養手当を受けているまたは同等の
　所得水準にあること
　②養成機関において6カ月以上修業し、対
　象資格の取得が見込まれること
　③就業または育児と修業の両立が困難であ
　ること
　④過去に訓練給付金の支給を受けたことが
　ないこと
申請期限　4月30日（水）

仕事内容　担当調査区内の居住実態を確認し、各対象世帯へ調査票の配布および回収など
期間　8月下旬から10月下旬（予定）
報酬額　１調査区担当　約4万円／ 2調査区担当　約7万円
募集人数　270人程度
その他　報酬額は前回調査時の額となります。
　　　　また、担当世帯数により変動があります。

政策推進課 840-8183 28505

令和6年度糸満市住民税非課税世帯給付金
（1世帯3万円および児童1人あたり2万円）のご案内

令和7年国勢調査の調査員を大募集します‼

児童扶養手当および特別児童
扶養手当の支給額変更について

令和7年度高等職業訓練促進
給付金事業の募集について


